
広告

令和 8 年 4 月から

「資源プラスチック」の出し方が変わります「資源プラスチック」の出し方が変わります
　広報ときがわ 11 月号でお知らせしたように、プラスチックの資源化を進めるため、令和８年
４月（令和８年４月６日の収集）より「資源プラスチック」の出し方が変わります。
　これまで「廃棄プラスチック」として排出していたもののうち、プラスチックのみで構成され
た製品を「資源プラスチック」として排出できるようになります。これらのプラスチック類は、
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会にリサイクルを委託し、プラスチックの材料等として
資源化されます。

令和 8 年 4 月以降の分別・出し方

資源プラスチック資源プラスチック プラスチックのみの製品プラスチックのみの製品

＋

マークがついているものマークがついているもの 一辺 40cm 以下のもの 収集袋：収集袋：45ℓ 以下以下

主な変更点主な変更点

●�●�プラスチックのみの製品プラスチックのみの製品（（一辺 40 ㎝以下一辺 40 ㎝以下））は、「資源プラスチック」は、「資源プラスチック」として出せるようになります。として出せるようになります。
●�使用できる収集袋は、●�使用できる収集袋は、45 ℓ以下で透明・半透明のもの45 ℓ以下で透明・半透明のものに限ります。これに伴い現在、販売しているに限ります。これに伴い現在、販売している

70ℓ・35ℓのプラスチック推奨袋は廃止し、45ℓサイズのみとなります。70ℓ・35ℓのプラスチック推奨袋は廃止し、45ℓサイズのみとなります。
※現行の 70ℓサイズについては令和 9 年 3 月まで使用可能です。※現行の 70ℓサイズについては令和 9 年 3 月まで使用可能です。

問  農林環境課  農林環境課 ☎☎ 6565--08140814
詳しくは「小川地区衛生組合のホームページ」や「令詳しくは「小川地区衛生組合のホームページ」や「令
和 8 年度ごみ・資源分別カレンダー」をご覧ください。和 8 年度ごみ・資源分別カレンダー」をご覧ください。

収集袋収集袋

お知らせ
お知らせ 問   水道課 水道課 ☎☎ 6565--15551555

だより
vol.10

・・個人で浄化槽を設置する場合は、設置費用の軽減と補助金は対象外となりますのでご注意ください。個人で浄化槽を設置する場合は、設置費用の軽減と補助金は対象外となりますのでご注意ください。
・浄化槽の採用機種は町が指定したものになります。（※年度によって異なります）・浄化槽の採用機種は町が指定したものになります。（※年度によって異なります）
・既存の単独処理浄化槽やくみ取り便槽は撤去が必要となります。・既存の単独処理浄化槽やくみ取り便槽は撤去が必要となります。
・・�町が指定した工事店での工事となります。町ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。�町が指定した工事店での工事となります。町ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
・・�申請者は、家屋の登記を行ったうえで申請してください。�申請者は、家屋の登記を行ったうえで申請してください。

注意事項

町が処理性能の優れた高度処理型浄化槽の設置を行います。設置費用の負担軽減をしており、設町が処理性能の優れた高度処理型浄化槽の設置を行います。設置費用の負担軽減をしており、設
置後も適切に維持管理し、私たちの生活環境の保全と向上を図ります。令和 8 年度の申請は、５置後も適切に維持管理し、私たちの生活環境の保全と向上を図ります。令和 8 年度の申請は、５
月７日㈭から受付を開始します。月７日㈭から受付を開始します。

ときがわ町浄化槽事業の申請受付開始について

下記の項目全てに該当する場合のみ、町設置型浄化槽の申請ができます。下記の項目全てに該当する場合のみ、町設置型浄化槽の申請ができます。

□ 専用住宅（居住用の一戸建て住宅）□ 専用住宅（居住用の一戸建て住宅）
□ 既存の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽からの入替（転換）□ 既存の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽からの入替（転換）
□ 5 人槽・7 人槽・10 人槽のいずれか□ 5 人槽・7 人槽・10 人槽のいずれか
□ 申請者が当該専用住宅の住所に住民登録があり、継続して居住することができる□ 申請者が当該専用住宅の住所に住民登録があり、継続して居住することができる

※※�次のいずれかに該当する場合は、申請対象外となります。個人で浄化槽を設置することをご検討ください。�次のいずれかに該当する場合は、申請対象外となります。個人で浄化槽を設置することをご検討ください。

申請対象

※配管費、撤去費等は個人負担になりますが、補助制度があります。
配管費・・・最大 20 万円　長距離配管費・・・最大 20 万円　撤去費・・・最大 10 万円

・�建築確認を要する新築、改築、建替、増
築（別棟を建築するもの）

・�現在、別荘、建売住宅、賃貸住宅、併用
住宅、共同住宅、公共施設、事業所、店
舗として使用している建築物

・１１人槽以上の浄化槽　

・申請者が水道料金を滞納している
・�既存の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去ができない
・町設置型浄化槽からの入替　
・個人設置型の合併処理浄化槽からの入替
・申請者が宅地建物取引業を営んでいる
・当該専用住宅の住所に申請者の住民登録がない
・�申請者が当該専用住宅に継続して居住することができない

リチウムイオン電池の出し方に注意してください

　町の「資源プラスチック」の処理施設でリチウムイオン　町の「資源プラスチック」の処理施設でリチウムイオン
電池が原因とみられる発煙が発生しました。電池が原因とみられる発煙が発生しました。
　「資源プラスチック」や「可燃ごみ」へのリチウムイオ　「資源プラスチック」や「可燃ごみ」へのリチウムイオ
ン電池の混入は絶対にしないでください。ン電池の混入は絶対にしないでください。

●モバイルバッテリー　⇒　「有害ごみ」●モバイルバッテリー　⇒　「有害ごみ」
●リチウムイオン電池が内蔵され取り外せないもの●リチウムイオン電池が内蔵され取り外せないもの
　⇒　「金属類」　⇒　「金属類」
※�膨張したリチウムイオン電池は、小川地区衛生組合に直※�膨張したリチウムイオン電池は、小川地区衛生組合に直

接持ち込むか農林環境課窓口まで持参してください。接持ち込むか農林環境課窓口まで持参してください。

焦げたモバイルバッテリー焦げたモバイルバッテリー
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